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保 健 福 祉 部

令和４年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について

１ 公表の趣旨

平成30年度から、新たな国民健康保険制度のもと、県は財政運営の責任主体

として、市町村ごとの国保事業費納付金の決定及び標準保険料率の提示を行う

こととなっている。今般、令和４年度の算定を行ったので公表するものである。

２ 納付金算定の概況

保険給付費等の見込みから、前期高齢者交付金や定率国庫負担などの公費等

の見込みを差し引き、県全体の納付金額を算出した。

○保険給付費等 712億円（対R3算定比：▲0.5％）

○公 費 等 518億円（対R3算定比：▲0.5％）

○納付金総額 194億円（対R3算定比：▲0.3％）

３ 一人当たり納付金額等

○一人当たり納付金額 132,837円（対R3算定比：2.9％）

○一人当たり標準保険料額 112,519円（対R3算定比：3.7％）

市町村ごとにみた場合、納付金の配分による影響(医療費指数や所得水準等)の

ほか、市町村個別の保健事業等の事業費及び公費の状況による影響なども

含まれるため、増減率に差が生じる。

なお、納付金の仕組みの導入等による市町村ごとの影響については、国暫定措置

及び県繰入金を活用した激変緩和措置を実施し、被保険者の保険料負担への影響の

緩和を図った。

４ 参考

今後、県が示す標準保険料率を参考にして、市町村が保険料率を決定することと

なる。
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円 円 円 円 円 円

徳島市 129,304 132,441 3,137 2.4% 徳島市 113,540 117,782 4,242 3.7%

鳴門市 139,992 141,419 1,427 1.0% 鳴門市 120,890 124,866 3,976 3.3%

小松島市 127,605 134,986 7,381 5.8% 小松島市 99,709 104,772 5,063 5.1%

阿南市 128,676 133,979 5,303 4.1% 阿南市 110,800 115,196 4,396 4.0%

勝浦町 130,179 135,401 5,222 4.0% 勝浦町 114,323 123,145 8,822 7.7%

上勝町 112,776 119,732 6,956 6.2% 上勝町 93,069 107,068 13,999 15.0%

佐那河内村 124,248 127,017 2,769 2.2% 佐那河内村 105,889 101,529 ▲ 4,360 ▲ 4.1%

石井町 132,139 134,403 2,264 1.7% 石井町 109,498 108,493 ▲ 1,005 ▲ 0.9%

神山町 127,095 129,386 2,291 1.8% 神山町 93,918 97,726 3,808 4.1%

牟岐町 124,944 136,263 11,319 9.1% 牟岐町 96,768 106,086 9,318 9.6%

松茂町 133,559 138,711 5,152 3.9% 松茂町 121,553 125,314 3,761 3.1%

北島町 124,624 126,518 1,894 1.5% 北島町 108,570 110,324 1,754 1.6%

藍住町 129,356 130,615 1,259 1.0% 藍住町 109,545 111,751 2,206 2.0%

板野町 146,181 150,525 4,344 3.0% 板野町 124,233 128,283 4,050 3.3%

上板町 121,650 124,531 2,881 2.4% 上板町 99,825 100,677 852 0.9%

吉野川市 123,769 127,826 4,057 3.3% 吉野川市 101,518 104,245 2,727 2.7%

阿波市 121,901 125,385 3,484 2.9% 阿波市 103,675 108,262 4,587 4.4%

美馬市 130,204 133,215 3,011 2.3% 美馬市 102,134 105,828 3,694 3.6%

三好市 131,196 137,509 6,313 4.8% 三好市 92,792 97,014 4,222 4.5%

つるぎ町 119,004 123,987 4,983 4.2% つるぎ町 77,992 79,432 1,440 1.8%

那賀町 107,640 110,983 3,343 3.1% 那賀町 86,381 92,085 5,704 6.6%

東みよし町 129,958 133,973 4,015 3.1% 東みよし町 97,702 106,299 8,597 8.8%

美波町 119,686 128,179 8,493 7.1% 美波町 83,577 92,660 9,083 10.9%

海陽町 124,912 130,480 5,568 4.5% 海陽町 98,392 100,327 1,935 2.0%

県平均 129,109 132,837 3,728 2.9% 県平均 108,520 112,519 3,999 3.7%

※　一般被保険者分について算出。 ※　法定の保険料軽減分を減算する前の額で比較。

保険者名 令和3年度 令和4年度 増減額 増減率保険者名 令和3年度 令和4年度 増減額 増減率

１．一人当たり納付金額 ２．一人当たり標準保険料額

一人当たり納付金額及び標準保険料額
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①都道府県標準保険料率

所得割率 均等割額 所得割率 均等割額 所得割率 均等割額

％ 円 ％ 円 ％ 円

7.27 44,920 2.58 15,441 2.35 16,755

②市町村標準保険料率

所得割率 資産割率 均等割額 平等割額 所得割率 資産割率 均等割額 平等割額 所得割率 資産割率 均等割額 平等割額

％ ％ 円 円 ％ ％ 円 円 ％ ％ 円 円
7.56 7.26 31,377 20,546 2.57 2.48 10,492 6,870 2.40 3.08 11,173 5,664

7.44 7.15 30,903 20,236 2.49 2.40 10,164 6,655 2.32 2.98 10,801 5,475

6.55 6.30 27,205 17,814 2.48 2.39 10,123 6,629 2.30 2.96 10,735 5,442

7.24 6.96 30,059 19,683 2.50 2.41 10,198 6,678 2.35 3.02 10,950 5,551

7.16 6.88 29,728 19,466 2.54 2.45 10,350 6,777 2.33 3.00 10,851 5,500

6.37 6.12 26,445 17,317 2.53 2.44 10,334 6,767 2.35 3.03 10,963 5,558

6.02 5.79 25,003 16,372 2.42 2.33 9,881 6,470 2.20 2.83 10,250 5,196

6.83 6.56 28,363 18,572 2.46 2.37 10,017 6,559 2.29 2.94 10,659 5,403

6.49 6.23 26,927 17,632 2.45 2.36 9,975 6,532 2.29 2.94 10,655 5,401

6.58 6.33 27,334 17,899 2.48 2.39 10,102 6,615 2.34 3.02 10,931 5,541

7.26 6.97 30,122 19,724 2.50 2.41 10,202 6,681 2.35 3.03 10,971 5,562

6.57 6.32 27,292 17,871 2.49 2.40 10,168 6,658 2.31 2.98 10,794 5,472

6.95 6.68 28,870 18,905 2.49 2.40 10,140 6,640 2.35 3.03 10,968 5,560

7.97 7.66 33,102 21,676 2.44 2.35 9,969 6,528 2.33 2.99 10,849 5,500

6.51 6.25 27,006 17,684 2.52 2.43 10,274 6,727 2.40 3.08 11,174 5,664

6.80 6.53 28,220 18,479 2.50 2.41 10,205 6,682 2.41 3.10 11,231 5,693

7.67 7.37 31,834 20,845 2.50 2.41 10,191 6,673 2.37 3.05 11,053 5,603

7.21 6.93 29,943 19,607 2.53 2.44 10,336 6,768 2.36 3.04 10,998 5,575

6.57 6.32 27,286 17,867 2.49 2.40 10,172 6,661 2.33 3.00 10,878 5,514

5.26 5.05 21,818 14,287 2.50 2.41 10,214 6,688 2.35 3.03 10,966 5,559

5.55 5.33 23,027 15,078 2.45 2.36 10,010 6,555 2.27 2.92 10,583 5,364

7.08 6.80 29,395 19,248 2.50 2.41 10,193 6,674 2.12 2.73 9,886 5,011

6.05 5.81 25,117 16,447 2.50 2.41 10,192 6,673 2.34 3.01 10,907 5,529

6.74 6.47 27,973 18,317 2.52 2.43 10,292 6,739 2.40 3.08 11,174 5,664

後期高齢者支援金分 介護納付金分

徳　島　市

鳴　門　市

小 松 島 市

後期高齢者支援金分 介護納付金分医療分

保険者名

医療分

上　板　町

阿　南　市

勝　浦　町

上　勝　町

佐 那 河 内 村

石　井　町

神　山　町

牟　岐　町

松　茂　町

北　島　町

藍　住　町

板　野　町

東 み よ し 町

美　波　町

海　陽　町

吉 野 川 市

阿　波　市

美　馬　市

三　好　市

つ る ぎ 町

那　賀　町

令和４年度 標準保険料率の算定結果

①都道府県標準保険料率 〔２方式〕

全国統一の算定基準による本県の保険料率の標準的な水準

②市町村標準保険料率 〔4方式〕
県内統一の算定基準による市町村ごとの保険料率の標準的な水準

-
3
-



（参考）

納付金及び標準保険料率の算定について

都

道

府

県

市

町

村

住

民

① 納付金の額を決定

⑤ 納付金の支払

③ 標準保険料率を参考に、

保険料率を提示

④ 保険料の納付

② 標準保険料率を算定・提示

① 納付金の算定

② 標準保険料率の算定

納付金総額の算定

各市町村に配分

○ 医療給付費の見込みから、前期高齢者交付金や定率国庫負担などの

公費等の見込みを差し引くことで、県全体の納付金総額を算出する。

○ 県全体の納付金総額を、応益割（被保険者数・世帯数のシェア）と

応能割（所得総額・資産総額のシェア）により配分する。その比率は、

県の所得水準に応じて設定する。

○ 年齢調整後の医療費水準により調整を行う。

※医療分の場合

標準保険料率の算定に必要な保険料総額の算出

○ 市町村ごとの納付金額から、当該市町村の特別の事情や実績等に

応じて交付される公費を差し引くと同時に、保健事業や出産育児一時金

など市町村で取組が異なる費用を加算し、標準保険料率の算定に必要

な保険料総額を算出する。

収納率による調整

○ 上記の総額を県が定める標準的な収納率（※）で割り戻した後、当該

市町村の標準保険料率を算定する。

（※）市町村ごとの過去３年間の平均収納率。

③ 市町村は、県の示す標準保険料率を参考に、保険料率を決定する。

○ 高額医療費を県単位で共同負担するための調整を行う。
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